資料１－５　
スライド１　タイトル　次期計画策定の方向性 
スライド２
計画の位置づけ 
吹田市総合計画－吹田市障がい者計画－吹田市障がい者支援プラン（吹田市障がい福祉計画・吹田市障がい児福祉計画）

第４次総合計画（基本計画改訂版２０２４－２０２８） 
大綱３　福祉・健康　政策２　障がい者の暮らしを支えるまちづくり

第４期吹田市障がい者計画
療育、教育、就労、福祉等の幅広い分野の障がい者施策の基本的な考え方等を定める計画
計画期間　平成28年度（201６年度）～令和８年度（２０２６年度） 
根拠法　障害者基本法第11条第3項 
施策の展開　１　日々の暮らしの基盤づくり　２ 社会参画へ向けた自立の基盤づくり 　３ 住みよい環境の基盤づくり 

障がい者支援プラン （第7期吹田市障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画）
障がい（児）福祉サービスの種類ごとの具体的な実施内容、必要な見込量、その確保のための方策等を定める計画
計画期間　令和６年度（２０２４年度）～令和８年度（２０２６年度） 
根拠法　障がい福祉計画　障害者総合支援法第88条第1項 　
根拠法　障がい児計画　児童福祉法第33条の20第１項 
成果目標
障がい福祉計画のみ
１　福祉施設の入所者の地域生活への移行 ２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 ３　地域生活支援の充実 ４　福祉施設から一般就労への移行等
障がい児福祉計画のみ　５　障がい児支援の提供体制の整備等　
者児共通　６　相談支援体制の充実・強化等　７　障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
計画策定にあたっては、「吹田市総合計画」 を踏まえ、「吹田市地域福祉計画」、「吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」等の関連する他の計画との整合性を図っています。

スライド３　障がい者計画と障がい者支援プランの関係性
第４期障がい者計画（平成２８年度から令和８年度）
基本理念　　住み慣れた地域で安心して、育ち、学び、働き、暮らせるまち　吹田 
基本的方向性　当事者参画、権利擁護の推進と障がいに対する理解や配慮の促進 　　　　　　　　　　　障害者基本法、障害者差別解消法をはじめとする障がい者関係法制度の正しい解釈と運用
ライフステージを通じて、切れ目のない、谷間のない支援体制の構築 
施策体系
１　日々の暮らしの基盤づくり Ⅰ　暮らす・つながる （１）生活支援 （２）保健・医療 （３）情報アクセシビリティ （４）行政サービス等の配慮
２　社会参画へ向けた自立の基盤づくり Ⅱ　育つ　（１）　療育　Ⅲ　学ぶ　（２）　教育　（３）　文化芸術・スポーツ等　Ⅳ　働く　（４）　雇用・就業
３　住みよい環境の基盤づくり Ⅴ　住む　（１）　生活環境　（２）　安心・安全

そのうち、１　日々の暮らしの基盤づくり Ⅰ　暮らす・つながる （１）生活支援 ２　社会参画へ向けた自立の基盤づくり　Ⅲ　学ぶ　（３）　文化芸術・スポーツ等　Ⅳ　働く　（４）　雇用・就業　３　住みよい環境の基盤づくり Ⅴ　住む　（１）　生活環境　が第7期吹田市障がい福祉計画（令和６年度から令和８年度）に具体的取組が記載されている
また、１　日々の暮らしの基盤づくり Ⅰ　暮らす・つながる （１）生活支援 ２　社会参画へ向けた自立の基盤づくり Ⅱ　育つ　（１）　療育　Ⅲ　学ぶ　（２）　教育　が第３期障がい児計画に具体的取組が記載されている 

スライド４　計画期間
第4次総合計画　令和元年度から令和１０年度
第4期障がい者計画　平成２８年度から令和８年度
障がい者支援プラン（第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画）　令和６年度から令和８年度
次期計画の計画期間
第５期吹田市障がい者計画　令和９年度から令和１４年度
障がい者支援プラン（第８期障がい福祉計画及び第４期障がい児福祉計画）　令和９年度から令和１１年度
第５期障がい者計画からは、障がい者支援プランの計画期間（３年）に合わせ、計画期間を６年とします

スライド５　次期計画策定の方向性
１　障がい者計画と障がい者支援プランの関係性の見直し
（１）令和８年度は両計画を同時策定することから、一体的に策定 　
（２）「一体型」で策定し、両計画の関連性を分かりやすく示す 　　
一体型とは　障がい者計画の中に、障がい者支援プランが一体化されているもの（計画冊子は１冊）　障がい者計画と障がい者支援プランの関連が分かりやすくなる
障がい者支援プランの見込み量等の数値部分だけは別の章にする
（３）進捗管理については、これまでの評価方法を踏襲し、障がい者支援プラン部分を毎年実施する　（その他の部分は３年ごとに進捗管理する）

スライド６　一体化後のイメージ
（仮称）吹田市障がい福祉推進計画2027-2032（第５期障がい者計画・第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画） 
第１章　計画策定の趣旨・期間・策定体制など 
第２章　取り巻く現状と課題 アンケート結果　４期障がい者計画の現状と課題　障がい者支援プラン（第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画）の現状と課題　吹田市の障がい福祉の課題整理 
第３章　基本理念　基本目標　施策体系 
第４章　施策の展開 　基本目標１ 　基本目標２ 　基本目標３ 
第５章　障害福祉サービス等の提供体制の整備 （障がい者支援プランの成果目標・サービス見込量） 
第６章　計画の推進体制 

スライド７　第５期障がい者計画・第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画策定スケジュール 令和7年度
策定の流れ　6月から11月にかけてアンケ―ト及び団体等意見聴取内容を検討　12月から1月　アンケート実施 1月から2月　団体等意見聴取
9月から10月　第4期障がい者計画の進捗照会　1月から2月　第4期障がい者計画の進捗追加照会及びヒアリング実施　6月から7月　障がい者支援プランの令和6年度実績取りまとめ
障がい者施策推進専門分科会　8月第1回　支援プランの令和6年度実績評価と計画策定アンケート概要について　3月第2回　次期計画策定と手話言語等促進条例施策推進方針に係る取組について
計画策定作業部会　10月から11月　3回にわたりアンケート案等検討　12月は団体等意見聴取案検討
手話言語等促進条例作業部会　9月第1回聴覚　10月第2回視覚　11月第3回聴覚視覚
庁内　障がい者福祉事業推進本部　2月第1回幹事会　3月第1回本部会
地域自立新協議会全体会議　9月第1回　3月第2回
社会福祉審議会全体会　7月第1回　10月第2回　2月第3回

スライド8
第５期障がい者計画・第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画策定スケジュール令和8年度
策定の流れ　4月から6月　アンケート分析　施策体系案を検討　7月から1月　次期計画案作成　12月から1月　パブリックコメント実施　1月から2月　計画案審議　3月計画策定　6月から7月　障がい者支援プランの令和7年度実績取りまとめ
障がい者施策推進専門分科会　6月第1回　計画諮問　8月第2回　11月第3回　1月第4回　
計画策定作業部会　5月第1回　7月第2回第3回　10月第4回
手話言語等促進条例作業部会　9月第1回　10月第2回　11月第3回
庁内　障がい者福祉事業推進本部　7月第1回幹事会　8月第1回本部会　11月第2回幹事会　12月第2回本部会　1月月第3回幹事会　3月第3回本部会
地域自立新協議会全体会議　8月第1回　3月第2回
社会福祉審議会全体会　5月第1回　9月第2回　11月第3回
